
～申請書の提出にあたって～ 

（譲渡日が令和 5 年 12 月 31 日以前の場合） 

 

・提出前のチェックシートとしてや、必要書類の確認等にご活用下さい。 

申請書及び必要書類について 

相続した空き家を耐震リフォームして（元々耐震性があった場合は除く）売却した。 → 様式１ 

相続した空き家を取り壊し、更地にした後、売却した。 → 様式２ 

 

添付書類 入手先 
コ ピ

ー 
区の確認内容／注意点等 

様

式

１ 

様

式

２ 

○ 被相続人居住用家屋申請書 ウェブサイト   □ □ 

１ 被相続人の除票住民票 
中野区役所、地

域事務所等※1 
不可 

被相続人の死亡日、死亡時の居所を確認

します。 
□ □ 

２ 相続人(全員)の住民票 

相続人の方がお

住 ま い の 市 役

所、区役所など 

不可 

主に相続開始の直前から取壊日までの

間、相続人が対象家屋に居住していなか

ったことを確認します。 

・取壊（譲渡）後に住民票を取得して下

さい。 

・相続人が複数いる場合は相続人全員の

住民票の写しが必要です。 

・被相続人の死亡時以降に居住地を２回

以上移転している場合、戸籍の附票が必

要です。 

□ □ 

３ 土地等の売買契約書の写し - 可 
解体後の敷地等の譲渡日を確認 

原則、取壊日より後であること 
□ □ 

４ 閉鎖事項証明書の写し 法務局 不可 

相続した家屋の取壊日を確認 

未登記物件等により閉鎖事項証明書の取

得が困難な場合は、除却工事契約書、建

物滅失証明書等が別途必要です。 

- □ 

５ 

以下の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれか(※2) 

□ □ 

(ⅰ)電気、ガス、水道（どれ

か１つ）の閉栓証明書等※

３ 

電力、ガス会社 

水道局など 
可 

家屋を事業用等に使用しておらず、空き

家であったことを確認します（閉栓等の

日付が死亡日から取壊日までの間である

こと） 

仲介業者の広告の場合「現況空家」等、

広告から空き家であることが確認できる

こと。 

(ⅱ)仲介業者の広告 仲介業者 可 

６ 更地の写真 工事業者など 可 

敷地を事業用に使用していないことを

確認します。家屋の取壊後（更地）の写

真であること（撮影の日付が必要（手書

き可）） 

- □ 



【平成 31 年 4 月 1 日以降の譲渡において、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、 

  以下の７～９の書類が必要になります。】 

 ※1 申請にあたって戸籍抄本等疎明資料が必要になる場合があります。詳しくは区のホームページをご

確認下さい。 

 ※2 ⑤(ⅲ)の書式は原則、中野区では条件に沿うものがありません。 

 ※３ 契約事業者によっては閉栓等に関する証明書の発行が難しい場合があります。 

その場合は、相続時から譲渡時までの間に電気等を閉栓したことが確認出来る情報が記載されてい

る文書等でも代用が出来ることもあります。下記担当までご相談下さい。 

 

申請までの流れ 

 

ステップ１

•添付書類がそろったら、まずは中野区住宅課（℡０３－３２２８－５５８１）までお電話ください。

•申請書の提出にあたって、事前に窓口の予約をお願いさせていただいております。

•（お電話の際、区の担当から電話口にて要件合致確認等の簡単なヒアリングさせていただく場合もござい
ます。）

ステップ2

•申請書様式一式をそろえ、指定日に予約の上、窓口（中野区役所９階４番）に
ご来庁ください。

ステップ３

•簡単な書類等のチェック後、申請書を受理させていただきます。

•ご提出いただいた添付書類は返還できません。控えが必要な場合は事前にコピ
ー等お取り下さい。

ステップ４

•確認書が準備出来次第、区からご指定のご連絡先までお電話にてご連絡させていただ
きます。

•受領印を持参の上、窓口までお越しください。

７ 

介護保険被保険者証の写

し又は障害福祉サービス

受給者証の写し 

入所施設等 可 
要介護・要支援・障害支援区分等の認定を

受けていたことを確認します。 
□ □ 

８ 
施設入所時の契約書の写

し 
- 可 施設名称、所在地、種類等を確認します。 □ □ 

９ 

(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれか 

□ □ 

(ⅰ)電気・ガスの閉栓証 

 明書、水道（どれか１つ）

の使用廃止届出書 

電力、ガス会社 

水道局など 
可 被相続人が老人ホームに入所後から相続

開始の直前までについて、家屋を一定使

用し、かつ事業用等に使用していなかっ

たことについて確認します。 

(ⅱ)老人ホーム等が保有 

 する外泊・外出等の記 

 録 

入所施設等 可 



諸注意等 

・申請から確認書の交付まで最大 1 週間程度かかることもございます。期間に余裕を持っての申請をお願

いします。（審査の関係上、当日の即日交付はできません。） 

・交付は原則直接交付となります。 

遠方等のため区役所への来庁が難しい場合は、申請時に返信用封筒（送付先の住所・氏名を記載の上、返

信分の切手を貼ったもの）もあわせてご用意下さい。 

※個人情報が記載された重要な文書であるため、返信費用とあわせて簡易書留等の費用分の切手もお貼り

いただくことを推奨いたします。 

・相続人が複数（共有名義）の場合は、相続人毎に各々申請書を作成していただきますようお願いします。 

・転居時に合わせて戸籍の異動も行っている場合は、現本籍地の戸籍の附票だけでは住所異動履歴が確認

できず、前本籍地での附票等の取得が必要になる事があります。除附票には保存期間がございますので、

詳しくは本籍地のある又は前本籍地のあった自治体の窓口へお問い合わせ下さい。 

・区では対象の物件が、相続時に空き家であったことを証明する書類を発行することになります。 

 控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わ

せ下さい。 

・区に提出いただいた添付書類一式はお返ししません。必要な資料があれば事前にコピーをお取り下さい。 

・その他、ご不明な点などございましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

最後にもう一度、確認書交付にあたって、要件チェック 

 チェックポイント 確認事由  

１ 
相続開始直前まで、被相続人が一人で住んでたか 

（老人ホーム等入所の場合を除く） 

本当に空き家となっていたの

か 
□ 

２ 昭和 56 年 5 月 31 日以前の建築物か 旧耐震基準であることが要件 □ 

３ 区分所有建物ではないか 分譲マンション等は不可 □ 

４ 相続又は遺贈により土地及び家屋を取得しているか 生前贈与は不可 □ 

５ 
平成 28 年 4 月 1 日～令和 5 年 12 月 31 日までの間に譲渡

しているか 
期間の要件を満たしているか □ 

６ 相続日から 3 年後の年末までに譲渡しているか 期間の要件を満たしているか □ 

７ 
相続時から譲渡時まで、事業、貸付及び居住の用に供されてい

ないか 
空き家であったことが要件 □ 

８ 
売却代金が 1 億円以下か（共有の場合は、合計が 1 億円以下

か） 
制度の適用範囲か □ 

９ 
家屋を耐震リフォーム（耐震性がある場合を除く）又は家屋を

除却して売却したか 
制度の適用範囲か □ 

 

【担当】 

〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１ 

中野区役所 住宅課 住宅政策係（窓口 9 階４番） 

Tel：０３－３２２８－５５８１ Fax：０３－３２２８－５６６９ 


